
 
 

                                                 
     
 

           
 

 

☆ ☆ ☆ 今 月 の 税 務 メ モ ☆ ☆ ☆ 
 
１１１１．．．．１２月分源泉所得税の納付   納付期限・・・・・・１月１３日 

２２２２．．．．７～１２月分源泉所得税の納付（特納分）   納付期限・・・・・・１月２０日 

３３３３．．．．１１月決算法人の確定申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）   申告期限・・・・・・２月２日 

４４４４．．．．５月決算法人の中間申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）  申告期限・・・・・・２月２日 
５５５５．．．．２月・５月・８月決算法人の消費税中間申告   申告期限・・・・・・２月２日 
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若年層への資産移転 贈与税の非課税特例大幅

拡充 

政府・与党は２０１５年度税制改正で、高齢層から

若年層への資産移転を促す贈与税非課税制度を大幅に

拡充します。祖父母や親が、子や孫に結婚や出産・育

児費用を一括して贈与する場合の贈与税非課税制度を

新たに創設。住宅購入資金や教育費をまとめて贈与す

る場合の非課税制度も期限を延長し、住宅については

枠も１５００万円まで拡大します。 

高齢層が６割を保有するといわれる国内の個人金融

資産を、消費意欲の強い若年層に移転し、消費を後押

しすると同時に子育て支援を強化します。 

新たに設ける制度は、祖父母や親が信託銀行などに

子や孫の名義で口座を開設し、一括して預けた資金を

対象とします。使途は結婚や出産・育児への支出に限

り、領収書を付して引き出した分については贈与税を

非課税とします。非課税枠は子や孫１人当たり１００

０万円とする案が有力で、１５～１７年度の時限措置

とすることを検討しています。 

また、住宅購入資金を祖父母や親から援助してもら

った際の贈与税の非課税制度については、２６年末と

していた期限を数年延長します。非課税枠は現行の１

０００万円から１５００万円に引き上げます。２６年

４月の消費増税以降、住宅販売が低迷を続けているこ

とから、住宅購入のてこ入れを図ります。 

一方、祖父母や親が子や孫に教育費をまとめて贈与

する場合、非課税とする制度も２７年末に期限を迎え

ます。今回の税制改正ではこの期限を３年程度延長す

る方向です。 

現行制度では通常、１人当たり年１１０万円を超え

る贈与を受けた場合は贈与税を納めなければなりませ

ん。結婚や育児費用を含め、祖父母や親が子や孫に生

活費や教育費を必要な都度、渡す場合は相続税法の規

定で贈与税は非課税となりますが、一括贈与は認めら

れていないため、税制改正で新たに対応します。 

 

国税庁 番号制度の様式関係の情報提供スケジュ

ールを公表 

国税庁は１２月５日、法定調書提出義務者・源泉徴

収義務者となる事業者となるための社会保障・税番号

制度の概要と、法定調書等の様式関係の情報提供スケ

ジュールを公表しました。 

 平成２８年１月以後に個人番号及び法人番号の利用

開始が予定されています。今回は現時点における法定

調書等の様式案として「報酬、料金、契約金及び賞金

の支払調書」などのイメージを公開しました。年末調

整関係や法人税の申請書等の様式案は２７年３月まで

に公開する予定です。 

新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます    

今年もよろしくお願いいたします今年もよろしくお願いいたします今年もよろしくお願いいたします今年もよろしくお願いいたします    


